
9 平 成1 7 年（ 2 0 0 5 ） 1 月 8平 成1 7 年（ 2 0 0 5 ） 1 月

◇
商
業
・
工
業
・
医
業
・
農
業
・
漁
業

な
ど
を
営
ん
で
い
る
人
で
、
16
年
中
の

各
種
所
得
の
合
計
額
が
、
基
礎
控
除
額

の
38
万
円
、
扶
養
控
除
額
、
そ
の
他
の

所
得
控
除
を
合
計
し
た
額
を
超
え
る
場

合◇
地
代
・
家
賃
・
配
当
・
不
動
産
の
売

却
な
ど
の
所
得
が
あ
る
人
で
、
前
項
と

同
じ
場
合
、

◇
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え

る
人

◇
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
あ
る
人

◇
雑
損
控
除
・
医
療
控
除
な
ど
を
受
け

よ
う
と
す
る
人

◇
勤
め
を
年
の
途
中
で
辞
め
、
再
就
職

し
て
い
な
い
人

17
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
在
住

し
次
の
項
目
に
該
当
す
る
人
。

今
ま
で
農
業
所
得
を
計
算
す
る
方
法

に
「
標
準
計
算
」
と
「
収
支
計
算
」
の

２
つ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
申
告

か
ら
「
収
支
計
算
」
の
み
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
販
売
収
入
金
の
明
細
書

や
農
業
関
係
経
費
の
領
収
書
等
は
会
場

に
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
を
さ
れ
な
い
と
、
児
童
手
当
、

保
育
園
の
入
園
、
市
営
住
宅
入
居
の
申

込
な
ど
の
各
種
申
請
に
必
要
な
所
得
・

課
税
証
明
書
が
発
行
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税

に
つ
い
て
は
、
軽
減
措
置
の
対
象
と
な

る
人
で
も
、
所
得
が
不
明
の
た
め
軽
減

が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇
納
税
義
務
者
本
人
名
義
の
金
融
機
関

口
座
番
号
と
印
鑑

◇
給
与
の
あ
る
人
…
源
泉
徴
収
票

◇
年
金
受
給
者
…
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票

◇
農
業
所
得
の
あ
る
人
で
、
野
菜
・
果

樹
等
を
生
産
・
出
荷
し
て
い
る
人
…
帳

簿
や
営
農
通
帳
・
領
収
書
な
ど
収
入
、

支
出
金
額
が
分
か
る
も
の

◇
商
業
・
工
業
・
農
業
・
外
交
員
・
大

工
な
ど
の
事
業
所
得
が
あ
る
人

◇
不
動
産
・
利
子
・
配
当
・
満
期
の
生

命
保
険
の
受
取
金
・
原
稿
料
な
ど
が
あ

る
人

◇
給
与
所
得
者
で
、
２
か
所
以
上
か
ら

給
与
の
あ
る
人
や
給
与
以
外
の
所
得
が

あ
る
人
。
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円

以
下
で
も
申
告
は
必
要
で
す
。

た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
済

ま
せ
た
人
や
、
年
末
調
整
し
た
給
与
支

払
報
告
書
が
勤
務
先
か
ら
市
へ
提
出
さ

れ
て
い
る
給
与
所
得
だ
け
の
人
は
、
申

告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

は
、
所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
所
得
税
や

市
県
民
税
の
申
告
を
済
ま
せ
た
人
は
、

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
医
療
費
控
除
…
領
収
書
と
保
険
金
等

で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の
明
細
書

◇
住
宅
取
得
借
入
金
等
特
別
控
除
…
土

地
・
建
物
の
登
記
簿
謄
本
と
住
民
票
、

売
買
契
約
書
お
よ
び
住
宅
取
得
資
金
に

か
か
わ
る
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明

書
。
た
だ
し
、
同
特
別
控
除
の
申
告
は
、

高
梁
税
務
署(

向
町
�
��
２
５
４
６)

で

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
ら
れ
て
い
る
人

の
中
で
、
障
害
者
控
除
の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
る
お
む
つ

代
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
年
は
医
師
の
証
明
書
が
必

要
と
な
り
ま
す
が
、
２
年
目
か
ら
は
介
護
保
険
の
主

治
医
意
見
書
に
よ
り
証
明
書
の
発
行
が
市
役
所
で
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
高
齢
福
祉
課(

�
��
０
２
９
９)

お
よ
び

各
地
域
局
住
民
福
祉
課
へ
。

Y
税
務
課
�
��
０
２
１
４

市
・
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
・
納
税
の
受
け
付
け
が

行
わ
れ
ま
す
。
早
め
に
準
備
し
て
、
所
定
の
各
会
場
で
申
告
を
済
ま
せ

ま
し
ょ
う
。

◆税務署や申告相 談会場では、申告書を作成され る人のための記載方法のアドバイスなどを行っています。
◆国税庁ホームペ ージ｢確定申告書等作成コーナ ー｣では、所得税や消費税の申告書などを作成することができます。
インターネット をご利用の場合は、国税庁ホー ムページ( アドレス h ttp://w ww.nta.go.jp/) をぜひご覧ください。
◆申告書は、郵送 などで早めに提出してください 。 Y高梁税務署（���2546）

高梁税務 署 では 、 土曜・日 曜および 祝日の窓口 業 務を行っ ておりませ
ん。 書類の提出は、 時間外収受箱または、 郵送などをご利用ください。

確定申 告の相談は

2 月1 6 日 (水 )～3 月1 5 日 (火)

課税期間の末日の翌日～3 月3 1 日( 木)

2 月1 日 (火)～3 月1 5 日 (火)

所得税

消費税・地方消費税
(個 人 事 業 者 )

贈与税


